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 申込期間 　11月27日（月）から12月20日（水）まで
 申込方法 　健康増進課の窓口または電話でお申し込みください。　
　　　　　　　☎ 029－240－7134（直通）
 検診会場 　茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」内　保健センター

※　骨粗しょう症、大腸がん検診のみの方は、受付時間が異なります。
※　大腸がん検診については、上記以外の日程でも容器配布及び回収の日程を設けています。
　　ご希望の方は健康増進課へお問い合わせください。
※　申込み者には後日、問診票を郵送します。また、１日あたり定員になり次第、締め切ります。

【問合せ先】健康増進課　☎ 029－240－7134（直通）

子宮頸がん・乳がん・骨粗しょう症・大腸がん・胃がん検診 を実施します！

検診日・受付時間負担金
対象者

（平成30年3月31日
現在の年齢）

 午前検診 
２月５日（月）　　　

9：00～9：45
２月21日（水）

 午後検診 
２月19日（月）　　　

12：30～13：15
２月20日（火）

 １日検診 　　　　　　10：00～10：30
２月４日（日）　　　（子宮頸がん検診なし）
２月17日（土）　　　12：30～13：15
　　　　　　　　　　（子宮頸がん検診あり）

500円20歳以上の女性子 宮 頸 が ん 検 診

500円30～65歳の女性超 音 波

乳がん
検 診 40～49歳：

1000円
50歳以上：

500円
40歳以上の女性

マンモグラフィ
（2年に1回）

300円40歳以上の女性大 腸 が ん 検 診

500円40歳以上の女性骨粗しょう症検診

１月30日（火）　　　　7：00～11：00
１月31日（水）　　　（30分ごとの予約制）

胃がん検診：
800円

腹部超音波検診：
1000円

大腸がん検診：
300円

40歳以上の男女
※腹部超音波検診
は胃がんとセット
です。また，２年
に１度の受診とな
ります。

胃がん・腹部超音波検診
大 腸 が ん 検 診
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11月30日 は「年金の日」です!!
　厚生労働省では、「国民一人一人、『ねんきんネット』等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを
巡らしていただく日」として、 11 月

いい

 30 日を「年金の日」としました。
みらい

　この機会に、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、ご自身の年金記録と年金受給見込額を確認
し、未来の生活設計について考えてみませんか。

◆ねんきんネットとは

　インターネットでいつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額について、ご
自身の年金記録をもとに様々なパターンの試算をすることができる、日本年金機構のサービスです。

い い み ら い

【詳しくは「ねんきんネット」で検索】

※インターネットの利用が難しい方
　役場窓口（保険課）では、「ねんきんネット」でご自分の情報を確認できるサービスを実施してい
ます。公的機関発行の顔写真つき身分証明書（顔写真のない証明書は２種類以上）、基礎年金番号の
わかるもの、印鑑（朱肉を使うもの）、委任状（代理人申請の場合）をご持参ください。
（注）・旧法による年金受給者や共済加入中の方は本サービスを受けられません。
　　・年金記録に関する具体的な質問や厚生年金の記録などについては、水戸南年金事務所にお

問い合わせください。

【問合せ先】　水戸南年金事務所　☎ 029－227－3253
　　　　　　茨城町保険課　　　☎ 029－240－7113（直通）

年金受給資格短縮のお知らせ
　年金を受取るために必要な期間（保険料納付済期間）が10年（120か月）に短縮され、これまで年金
を受けることができなかった方も、年金が受給できる可能性があります。既に日本年金機構から、対象
者の方へ「年金請求書」が送付されていますので、まだ請求をされてない方については「ねんきんダイ
ヤル」までお問い合わせください。

　　　　　　　【問合せ先】ねんきんダイヤル ☎ 0570-05-1165

茨城町不妊治療費助成事業茨城町不妊治療費助成事業 のご案内のご案内茨城町不妊治療費助成事業茨城町不妊治療費助成事業 のご案内のご案内

　町では、医療保険が適用されず、治療費が高額である体外受精、顕微授精及び男性不妊治療
（精子を精巣または精巣上体から採取するための手術）に要する費用の一部を助成します。

▼対象
１　法律上の婚姻をしているご夫婦で、夫または

妻のいずれかが、申請する日において町内に
引き続き１年以上住所を有している方

２　茨城県不妊治療費補助金の交付決定を受けた方
３　町税を完納されている方
４　治療開始時における妻の年齢が４３歳未満の方

▼対象となる治療
１　体外受精
２　顕微授精
３　体外受精、顕微授精に至る過程で行われた男

性不妊治療
▼助成額
　助成対象治療費から県補助金の交付額を差し引い
た額で、１回の治療につき１５万円を上限とします。

▼申請方法
治療が終了した日の属する年度内に、以下の書

類を添えて、健康増進課へ申請をしてください。
１　茨城町不妊治療費助成金交付申請書（印鑑が

必要）
２　茨城県不妊治療費助成金交付決定及び額の確

定通知書の写し
３　茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
４　夫及び妻の納税証明書
※申請方法や必要書類等の詳細に関しては、町
ホームページをご覧いただくか、健康増進課
までお問い合わせください。

【問合せ先】健康増進課
　　　　　　☎029－240－7134（直通）
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【問合せ先】保険課　☎ 029－240－7113（直通）

２

国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している人が、交通事故など第三者（自分以外の人）
による行為で負傷したり病気になったりした場合、保険証を使って治療を受けることができます。
しかし、その場合の治療費は、本来加害者が負担するべきものですので、国民健康保険（市町村）

または後期高齢者医療制度が一時的に立て替え払いし、後日、加害者に請求することになります。

国民健康保険・後期高齢者医療制度にご加入のみなさまへ

交通事故などにあった場合はまず連絡を！

● 小さな事故でも警察に連絡しましょう。（ゴルフ場・スキー場では管理事務所へ）
● 相手（加害者）の住所・氏名・電話番号など身元を確認しましょう。
● 医師の診察を受ける際は、第三者行為によるケガなどであることを正しく伝えましょう。
● 必ず国民健康保険または後期高齢者医療制度の担当窓口
　 へ速やかに連絡しましょう。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

示談を結ぶ前にご連絡ください
　担当窓口へ届け出る前に加害者と示談を結んでしまうと、その内容によっ
ては、国民健康保険または後期高齢者医療制度が加害者に対する請求権を失っ
てしまう場合があります。示談を結ぶ前に必ず担当窓口へご連絡ください。

届出に必要な書類の様式が
ダウンロードできます！

＊国民健康保険…町ホームページから
＊後期高齢者医療制度…茨城県後期高齢者
　医療広域連合のホームページから

安価で安心
ジェネリック医薬品を利用しましょう！！

■業務中の事故などが原因のときは…

　業務中や通勤途中の事故の場合等は、
労災保険の対象となり、保険証を使って
の受診はできません。詳しくは、担当窓
口までお問い合わせください。

※お勤め先の事業所によっては、労災保
険の対象とならない場合があります。

交通事故などにあってしまったら？

 

「広報いばらき」に
広告を掲載しませんか？
詳しくは、 町長公室 秘書広聴課までご連絡
ください。

☎029-240-7126（直通）
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【問合せ先】みどり環境課　☎ 029－240－7135（直通）

平成29年度

の受付を開始します
　町では水素の利活用の促進及びエネルギー利用の効率化を図ることを目的に、町内の住宅において
以下の環境配慮型機器を設置する補助要件を満たした町民の方に対して、導入費用の一部（一律５万
円）を補助します。
▶補助対象設備
　①家庭用燃料電池システム(エネファーム)　　②定置用リチウムイオン蓄電システム
　※設置する設備は新品のものに限ります。
▶受付場所
　みどり環境課（１階９番窓口）
▶受付時間
　土・日曜日、祝日を除く午前８時30分から午後５時15分
▶受付期限
　平成30年２月末日
・受付は先着順とし、予算の範囲を超えた時点で終了となります。
・補助要件などの詳細については、町ホームページや下記までお問い合わせください。

栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢栢
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小美玉市からのお知らせ

　小美玉都市計画案の縦覧 を行います 
　新広域ごみ処理施設整備事業（事業主体：霞台厚生施設組合）に伴う都市計画手続きにおいて、これ
まで説明会や公聴会を実施してきました。このたび、茨城県との事前協議を経て、変更案がまとまりま
したので、都市計画法第17条に基づき縦覧を行います。
　本案についてご意見のある方は、下記により意見書を提出することができます。

■都市計画内容
　　小美玉都市計画　ごみ焼却場（一般廃棄物処理施設）の変更
■縦覧・意見書の提出期間
　　12月５日（火）～12月19日（火）　午前８時30分～午後５時15分　（土・日曜日、祝日を除く）
■縦覧場所
　　小美玉市役所 市民生活部　環境課（本庁１階）
　　石岡市生活環境課、かすみがうら市環境保全課、茨城町みどり環境課
　　霞台厚生施設組合 建設計画課
■意見書の提出方法

ご意見のある方は、縦覧場所に備えた意見書に必要事項を記載し、上記縦覧期間中に持参、郵送、
電子メールのいずれかで提出してください。(提出〆切12月19日郵送必着)

■意見書の提出先
　　〒319－0192　小美玉市堅倉835番地
　　小美玉市長　（小美玉市 市民生活部 環境課扱い）あて

【問合せ先】小美玉市環境課　☎ 0299－48－1111（内線1144）
E-mail :kankyo@city.omitama.lg.jp
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　町では、難病にり患した方の福祉の増進を図ることを目的として、見舞金を支給しています。
▶対象者（以下の要件を全て満たす方）
　・茨城町に住所を有する方
　・茨城県から指定難病特定医療費受給者証の交付を受けている方
　・生活保護を受けていない方
▶支給額　年額20,000円（年１回支給）
▶申請について
　○必要なもの
　　・指定難病特定医療費受給者証
　　・本人の印鑑（朱肉を使用するもの）
　　・対象者または保護者の振込先金融機関通帳
　　・個人番号（マイナンバー）のわかるもの（個人番号カード、通知カード等）
　　・本人が確認できるもの（個人番号カード、運転免許証等）
　○申請期間
　　10月２日（月）～12月８日（金）（土・日曜日、祝日は除く）
　○申請窓口
　　社会福祉課（１階３番窓口）

【問合せ先】社会福祉課　☎ 029－240－7112（直通）

茨城町難病患者見舞金支給制度
　難病者へ見舞金を支給します

【問合せ先】社会福祉課　☎ 029－240－7112（直通）

茨城町軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業
　町では、身体障害者手帳の交付対象とならない、軽度・中等度の聴覚障害を持つ18歳未満の
児童に対し、言語の習得や教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入費用の一
部を補助します。
　なお、すでに購入された補聴器については、補助の対象となりませんのでご注意ください。

釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫

▶対象児童
　次の項目のいずれにも該当する児童
１　町内に住所を有する18歳未満の方
２　両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象と
ならない方
　　ただし、３に規定する医師が補聴器を装用することで、言語の習得等において一定の効
果があると認めた場合は、片耳の聴力レベルが70デシベル以上の者で、身体障害者手帳の
交付対象とならない方についても対象とします。
３　補聴器を装用することで、言語の習得等において一定の効果が期待できると一般社団
法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師または聴覚障害に係る身体
障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が判断した方

※所得等の条件により補助の対象とならない場合があります。
▶補助額
　基準額を上限とした購入費用の3分の2（1,000円未満は切り捨て）を補助します。
※基準額は補聴器の種類によって違います。詳しくは、担当課までお問い合わせください。
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　「障害者手帳」等の交付を受けていない満65歳以上の方で、身体の障がいまたは認知症の状態が一
定の基準に該当する場合は、「障害者控除対象者認定書」を発行します。
　所得の申告にあたり、この認定書を提示することで、「障害者控除」を受けることができます。

平成29年分申告用　～所得税や住民税の「障害者控除」～

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」のののののののののののののののののののののののののののののの発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行ににににににににににににににににににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい「障害者控除対象者認定書」の発行についててててててててててててててててててててててててててててててて「障害者控除対象者認定書」の発行につい「障害者控除対象者認定書」の発行についてて

　
茨
城
県
農
業
再
生
協
議
会
で
は
、
平

成
　
年
産
か
ら
の
米
政
策
の
見
直
し
に

30
対
応
す
る
た
め
、
5
月
に
「
平
成
　
年
30

産
以
降
の
需
要
に
応
じ
た
生
産
に
係
る

基
本
方
針
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　
茨
城
県
で
は
、
主
食
用
米
の
生
産
が

過
剰
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
茨
城

町
農
業
再
生
協
議
会
に
お
い
て
も
、
引

き
続
き
来
年
度
以
降
も
需
要
に
応
じ
た

生
産
（
生
産
調
整
）
を
進
め
、
主
食
用

米
か
ら
、
飼
料
用
米
（
多
収
品
種
）
へ

の
転
換
に
よ
り
、
米
価
の
安
定
を
図
っ

て
い
き
ま
す
。
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
先
】　
農
業
政
策
課

☎
０
２
９（
２
４
０
）７
１
１
８（
直
通
）

　
茨
城
県
で
は
、育
児
休
業
・
介
護
休
業

中
の
勤
労
者
の
生
活
の
安
定
を
図
る
た

め
、休
業
中
の
生
活
資
金
を
低
利
で
融

資
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
　
県
内
在
住
の
勤
労
者
で
、現

在
の
勤
務
先
に
１
年
以
上
勤
務
し
、前

年
税
込
年
収
１
５
０
万
円
以
上
で
、次

の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
方

・
育
児（
介
護
）休
業
を
取
得
し
、休
業

終
了
後
復
職
す
る
こ
と
が
確
か
な
方

・
子
の
看
護
休
暇
、ま
た
は
介
護
休
暇

を
取
得
す
る
方

・
育
児
ま
た
は
介
護
の
た
め
の
所
定
労

働
時
間
の
短
縮
措
置
を
利
用
す
る
方

▼
そ
の
他
　
使
途
：
期
間
中
に
必
要
な

生
活
資
金
　
金
利
：
年
１
・
５
％（
別
途

保
証
料
率
：
年
０
・
７
％
）　
融
資
額
：

１
０
０
万
円
ま
で（
休
業
１
月
あ
た
り

　
万
円
限
度
）

10【
問
合
せ
先
】
茨
城
県
労
働
政
策
課
　

　
☎
０
２
９（
３
０
１
）３
６
３
５

茨
城
県
で
は
児
童
扶
養
手
当
を
受
給

さ
れ
て
い
る
方
の
自
立
に
向
け
た
就
労

を
支
援
す
る
た
め
、
母
子
・
父
子
自
立

支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
員
が
就
労
の
相

談
を
お
受
け
す
る
「
母
子
・
父
子
自
立

支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
事
業
」
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

▼
内
容
　
自
立
目
標
や
支
援
内
容（
プ

ロ
グ
ラ
ム
）を
つ
く
り
、必
要
な
情
報
提

供
や
ア
ド
バ
イ
ス
等
の
支
援
を
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
と
と
も
に
行
い
ま
す
。

▼
対
象
　
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
さ
れ

て
い
る
方
で
就
労
を
希
望
す
る
方（
生

活
保
護
法
に
よ
る
扶
助
を
受
け
て
い
る

方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
）

▼
申
込
方
法
　
茨
城
県
福
祉
相
談
セ
ン

タ
ー
地
域
福
祉
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

児
童
扶
養
手
当
受
給
者
証
を
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

【
申
込
み
・
問
合
せ
先
】　

茨
城
県
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー
地
域
福
祉
課

☎
０
２
９（
2
２
６
）１
２
９
５

　
　
月
１
日
か
ら
、茨
城
県
最
低
賃
金

10
が
時
間
額
７
９
６
円（
昨
年
度
よ
り
　25

円
引
き
上
げ
）に
な
り
ま
し
た
。こ
の
額

は
、県
内
の
全
産
業
・
全
労
働
者
に
適
用

さ
れ
ま
す
。

【
問
合
せ
先
】　
茨
城
労
働
局
賃
金
室

☎
0
2
9（
２
２
４
）６
２
１
６

稲
作
農
家
の
皆
さ
ま
へ

平
成
　
年
産
以
降
も
需
要
に
応
じ
た

30

生
産（
生
産
調
整
）は
必
要
で
す

育
休
等
生
活
資
金
貸
付
制
度

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い

る
方
の
就
労
を
支
援
し
ま
す

茨
城
県
最
低
賃
金
改
定

【問合せ先】長寿福祉課　☎ 029－291－8407（直通）

▶対象者
・茨城町の住民票に記載されている満65歳以上の方、
または茨城町の介護保険第１号被保険者である方
・介護保険制度の要介護認定（要支援１･２、要介護
１～５）を受けている方
　または※⑴要介護認定を受けている方と同程度の
障がい状態にある方
※⑴要介護認定を受けている方と同程度の障がい
状態を理由に申請する方については、面接調査
を受けていただく必要があります。
※要介護認定等の調査資料をもとに判断します。
要介護度のみで一律に判断するものではありま
せん。

・「障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福
祉手帳」等の交付を受けている方は手帳で控除の申
告をする事が出来ますので申請の必要はありません。

▶申請について
①申　請　者 控除対象者（本人）または親族
②受付期間 平成29年12月１日（金）
 　　　　～平成30年１月31日（水）
 ※面接調査が必要な方は、
 平成29年12月18日(月)まで
③窓　　口 長寿福祉課（１階４番窓口）
④持参する物 控除対象者の印鑑
 （親族の申請は、親族者印が必要）
 介護保険被保険者証
⑤手　数　料 無料
⑥交　　付 後日郵送（12月受付分は、平成30年

１月以降送付予定）
 ※即日交付はできません。
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長
岡
幼
稚
園
 　
☎
０
２
９
（
２
９
２
）
４
０
１
９

☆
活
動
時
間
　
午
前
　
時
～
　
時

10

11

☆
う
さ
ぎ
組
の
開
放
時
間
  各
活
動
日
の
午
前
９
時
～
午
後
２
時

　
ど
な
た
で
も
予
約
な
し
で
参
加
で
き
ま
す
。

☆
お
む
つ
交
換
用
に
バ
ス
タ
オ
ル
等
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

☆「
つ
く
っ
て
あ
そ
ぼ
う
」の
活
動
は
材
料
を
持
参
し
て
頂
き
ま
す
。
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☆
駐
車
場
は
小
学
校
下
の
西
駐
車
場
か
校
庭
奥
の
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

☆
育
児
相
談
を
随
時
実
施
中
で
す
。
お
気
軽
に
お
声
掛
け
く
だ
さ
い
。

沼
前
幼
稚
園
　
☎
０
２
９
（
２
９
３
）
９
２
０
９

☆
活
動
時
間
　
午
前
　
時
～
　
時

10

11

☆
い
ち
ご
組
の
開
放
時
間
　
各
活
動
日
の
午
前
９
時
～
午
後
２
時

☆
持
ち
物
等
　
５
日
：
動
き
や
す
い
服
装
、
飲
み
物

　
　
　
　
　
　
８
日
・
　
日
：
親
子
（
上
靴
）

12

☆
予
約
は
不
要
で
す
。
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

☆
オ
ム
ツ
換
え
や
ベッ
ド
を
ご
利
用
の
方
は
、
衛
生
上
バ
ス
タ
オ
ル
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

☆
育
児
相
談
を
随
時
実
施
し
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

ま
さ
み
幼
稚
園
　
☎
０
２
９
（
２
９
３
）
７
１
１
１

☆
活
動
は
午
前
　
時
か
ら
行
い
ま
す
。

10

　（
８
.
　
日
は
午
前
　
時
　
分
～
、　
日
は
午
前
　
時
　
分
～
）

13

10

45

18

10

30

☆
リ
ト
ミ
ッ
ク
…
ペ
ン
ギ
ン
コ
ー
ス
（
1
歳
半
く
ら
い
ま
で
）、
イ
ル
カ
コ
ー
ス（
1
歳
半
か
ら
）

☆
サ
ー
キ
ッ
ト
遊
び・
イ
ベ
ン
ト
・
誕
生
会
の
参
加
申
込
み
：
　
月
１
日
　
午
前
９
時
～

12

☆
５
～
７
日
は
同
じ
活
動
を
行
い
ま
す
。
参
加
ご
希
望
の
方
は
都
合
の
良
い
日
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。

☆
１
・
　
日
は
ひ
よ
こ
ク
ラ
ブ
（
H
　
年
度
入
園
児
対
象
）
の
活
動
で
す
。
午
前
　
時
～

22

30

10

☆
園
庭
開
放
・
子
育
て
相
談（
毎
日
）　
午
前
９
時
～
午
後
２
時

☆
子
育
て
相
談
を
随
時
実
施
し
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
※
詳
細
は
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

飯
沼
こ
ど
も
園
　
☎
０
２
９
（
２
９
２
）
６
８
６
８

☆
要
予
約
の
受
付
…
１
日
か
ら
６
日
の
間
　
午
前
　
時
～
午
後
４
時

10

☆
園
庭
開
放
・
育
児
相
談（
看
護
師
等
）　
 ４
、　
、　
日

11

18

　
　
　〃
　　
・
育
児
相
談（
栄
養
士
等
）　
７
、　
日
14

さ
く
ら
保
育
園
　
☎
０
２
９
（
２
１
９
）
０
０
０
７

☆
活
動
時
間
（
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
、
制
作
な
ど
）
午
前
　
時
～

10

☆
要
予
約
の
受
付
…
　
日
の
受
付
　
５
日
午
前
　
時
～
　
日
午
後
６
時
（
３
組
）

12

10

11

☆
園
庭
開
放
・
育
児
相
談
（
月
～
金
）　
午
前
８
時
　
分
～
正
午
、
午
後
３
時
～
６
時

30

　
※
育
児
相
談
は
、
事
前
に
電
話
で
相
談
内
容
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

☆
お
外
で
あ
そ
ぼ
う
・
育
児
相
談
（
６
日
、　
～
　
日
、
土
・
日
、
祝
日
を
除
く
毎
日
）

22

29

い
ば
ら
き
幼
稚
園
　
☎
０
２
９
（
２
９
２
）
０
１
６
２

☆
要
予
約
の
受
付
…
５
日
の
受
付
（
　
組
）　
　
月
　
日
～

10

11

24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
の
受
付
　
　
月
６
日
～

19

12

☆
ト
ド
ラ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
 　
親
子
で
一
緒
に
楽
し
く
遊
ぼ
う
♪

　
毎
週
火
曜
日
　
午
前
　
時
　
分
～
　
時
　
分

10

30

11

30

☆
面
　
ク
ラ
ブ
　
心
も
身
体
も
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
☆
（
パ
パ
マ
マ
向
け
）

's

　
毎
週
金
曜
日
　
午
前
　
時
　
分
～
　
時
　
分

10

30

11

30

☆
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
　
　
親
子
で
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
（
生
後
２
ヶ
月
～
1
歳
未
満
対
象
）

　
　
金
曜
日
（
年
５
回
予
定
）　
午
前
　
時
　
分
～
　
時
　
分

10

３０

11

３０

☆
そ
の
他
　
園
庭
開
放
・
子
育
て
相
談
（
毎
日
）　
午
前
９
時
～
午
後
２
時

　
※
初
め
て
の
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

い
ば
ら
き
中
央
認
定
こ
ど
も
園
　
☎
０
２
９
（
２
９
２
）
１
２
０
７

☆
要
予
約
の
受
付
…
７
日
の
受
付
（
　
組
）　
　
月
　
日
～

10

11

24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
の
受
付
　
　
月
６
日
～

19

１２

☆
お
て
て
つ
な
い
で
　
親
子
で
一
緒
に
楽
し
く
遊
ぼ
う
♪
（
満
１
歳
～
２
歳
対
象
）

　
　
毎
週
木
曜
日
　
午
前
　
時
　
分
～
　
時
　
分

10

30

11

30

☆
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
（
親
子
で
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
（
生
後
２
か
月
～
１
歳
未
満
対
象
）

　
金
曜
日
（
年
５
回
予
定
）　
午
前
　
時
　
分
～
　
時
　
分

10

30

11

30

☆
園
庭
開
放
・
子
育
て
相
談
　
毎
日
　
午
前
８
時
　
分
～
午
後
１
時
　
分

30

30

　
※
初
め
て
の
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

土金木水火月日
２１

クリスマス発表会
（園行事見学）
午前8時30分開演

ま読み聞かせ
はじめましての会：
楽器遊び（マラカス）
【制作】12月のカレ
ンダーを作ろう!!
室内大型遊具で遊ぼう

長
ま

飯

さ

９８７６５４３
なかよくあそぼう
（楽器あそび）
発表会（参加・見学）
リトミック
（ペンギンコース）
手作りマラカスで音遊び
室内大型遊具で遊ぼう

長

沼
ま

飯
さ

クリスマスブーツ作り
製作　給食体験
つくって遊ぼう！
（クリスマスグッズ）
※要予約

ま
さ
中

誕生会
クリスマスブーツ作り
12月生まれのお友達!
園児と“お誕生会”
（要予約）

長
ま
飯

リズムでルンルン♪
クリスマスブーツ作り
身体測定
おはなし会
つくって遊ぼう！
（クリスマスグッズ）
※要予約

沼
ま
飯

い

親子ふれあいタイム
（身体測定・砂場開放）
ティータイム

長

さ

16151413121110
土曜日イベント：
親子体操
午前10時～ 
 
 

まもちつき会（見学・参加）
もちつき会（園行事に参加）
【制作】クリスマス
の飾りを作ろう!!
室内大型遊具で遊ぼう
母と子のスキンシップふれあ
い遊び（ベビーマッサージ）

沼
ま
飯

さ
い

親子体操
身体測定
給食体験
親子ヨガ
お花紙で遊ぼう！

ま
さ

中

リトミック
（イルカコース）
各クラスでの体験保育
※要予約
寝相アート撮影会

ま

飯

さ

つくってあそぼう
（クリスマスリース）
お誕生日会
身体測定　おはなし会
クラス体験（0.1歳児）
※要予約 
栄養士さんの話を聞こう！

長

沼
飯
さ

い

ベビーマッサージ
※要予約 
ティータイム

ま

さ

23222120191817
クリスマスブーツ作り
【制作】1月のカレ
ンダーを作ろう!!

ま
飯

誕生会　※要予約
クリスマス会に参
加しよう
※要予約

ま
飯

イベント：クッキング
（クリスマスケーキ）
※要予約
親子いっしょ、動
いて遊ぼう!

ま

飯

お楽しみ会
なかよしひろば
クリスマスブーツ作り
身体測定　おはなし会
サンタクロースがやって
来る！　ミニクリスマスコ
ンサート　※要予約

長
沼
ま
飯
い
・
中

サーキット遊び
誕生会

ま
さ

30292827262524
リフレッシュタイムまおはなし会（食育）まベビーマッサージ

※要予約
ま

31

長…長岡幼稚園　　　沼…沼前幼稚園　　　　ま…まさみ幼稚園　　　飯…飯沼こども園
さ…さくら保育園　　い…いばらき幼稚園　　中…いばらき中央認定こども園

1122月月
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事
件
や
事
故
の
被
害
に
あ
わ
れ

た
際
は
、
相
談
窓
口
や
最
寄
り
の

警
察
署
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
電
話
番
号
　
茨
城
県
警
察

　
性
犯
罪
被
害
相
談「
勇
気
の
電

話
」　
☎
＃
８
１
０
３
ま
た
は
☎
０

２
９（
３
０
１
）０
２
７
８

【
問
合
せ
先
】　
水
戸
警
察
署

☎
０
２
９（
２
３
３
）０
１
１
０

　
労
働
相
談
全
般
や
借
金
問
題
な

ど
、労
働
問
題
に
関
す
る
相
談
に
司

法
書
士
が
無
料
で
応
じ
ま
す
。事
前

予
約
は
不
要
で
す
の
で
、お
気
軽
に

ご
電
話
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
　
　
月
　
日（
日
）

11

26

　
　
　
　
午
前
　
時
～
午
後
５
時

10

▼
受
付
電
話
番
号

　
全
国
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
１
２
０（
６
１
０
）７
８
７

【
問
合
せ
先
】

茨
城
青
年
司
法
書
士
協
議
会

☎
０
２
９
６（
４
８
）９
１
０
７

県
内
で
文
化
活
動
を
行
っ
て
い
る

団
体
・
個
人
の
平
成
　
年
度
に
実

30

施
す
る
美
術
展
や
演
奏
会
等
の
事

業
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▼
対
象
　
県
内
に
活
動
拠
点
が
あ

る
団
体
ま
た
は
個
人
で
、一
定
の
文

化
活
動
の
実
績
が
あ
る
こ
と
。ま
た
、

平
成
　
年
度
中
に
実
施
し
、事
業
を

30

完
遂
で
き
る
見
込
み
が
あ
る
こ
と
。

▼
応
募
締
切
　
平
成
　
年
１
月
　

30

26

日（
金
）必
着
　
※
申
請
書
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
で
き
ま
す
。

:http://w
w
w
.icf4717.or.jp

【
問
合
せ
先
】　

（
公
財
）
い
ば
ら
き
文
化
振
興
財
団

☎
０
２
９（
３
０
５
）０
１
６
１

　
０
２
９（
３
０
５
）０
１
６
３

FAX

　
茨
城
町
青
年
四
季
の
会
で
は
、

ク
リ
ス
マ
ス
の
時
期
に
、
サ
ン
タ
ク

ロ
ー
ス
に
扮
し
、
町
の
子
ど
も
た
ち

へ
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
配
布
す
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
年
は
、

　
月
　
日（
日
）の
予
定
で
す
。
ボ

12

24

ラ
ン
テ
ィ
ア
に
協
力
し
て
く
だ
さ
る

方
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
　
町
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

で
　
歳
以
上
の
方

１８
▼
定
員
　
若
干
名

▼
申
込
方
法
　
左
記
の
問
合
せ
先

ま
で
、ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
電
話
受
付
時
間
　
午
後
６
時
～
　
時
10

【
問
合
せ
先
】

茨
城
町
青
年
四
季
の
会

会
長
　
井
川
武
彦

☎
０
９
０（
３
５
９
４
）７
１
２
２

　
水
戸
保
健
所
で
は
、
エ
イ
ズ
や

ク
ラ
ミ
ジ
ア
、
梅
毒
、
肝
炎
（
Ｂ

型
・
Ｃ
型
）
の
無
料
・
匿
名
検
査

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

▼
受
付
時
間

　
昼
間
検
査
：
毎
週
水
曜
日

　
午
前
９
時
～
　
時
受
付

10

　
夜
間
検
査
：
毎
月
第
２
水
曜
日

　
午
後
５
時
～
７
時
受
付

▼
申
込
方
法

　
検
査
に
は
、予
約
が
必
要
で
す
。エ

イ
ズ
専
用
電
話
☎
０
２
９（
２
４
１
）

９
９
９
１
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

水
戸
保
健
所
保
健
指
導
課

☎
０
２
９（
２
４
１
）０
５
７
１

　
茨
城
県
内
で「
農
業
を
始
め
た
い
」

「
農
業
法
人
等
に
就
職
し
た
い
」方
の

た
め
の
セ
ミ
ナ
ー
、相
談
会
で
す
。

　
求
人
の
あ
る
農
業
法
人
や
、地
域

の
就
農
支
援
協
議
会
等
が
出
展
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
就
農
の
相
談
に
対
応

し
ま
す
。

▼
日
時
　
平
成
　
年
２
月
４
日（
日
）

30

　
セ
ミ
ナ
ー
：
正
午
～
午
後
３
時

　
相
談
会
：
午
後
１
時
～
４
時

▼
場
所
　
県
南
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
５
階（
土
浦
市
大
和
町
９－

１

ウ
ラ
ラ
ビ
ル
）

【
問
合
せ
先
】

（
公
社
）茨
城
県
農
林
振
興
公
社

☎
0
2
9（
２
３
９
）７
１
３
１

　
放
送
大
学
は
、
平
成
　
年
度
第

30

一
学
期
の
学
生
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
心
理
学
や
福
祉
、
経
済
、
歴

史
、
自
然
科
学
な
ど
、
約
３
０
０

の
授
業
科
目
が
あ
り
、
一
科
目
か

ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
出
願
期
間

　
第
一
回
は
２
月
　
日
ま
で
、第
二

28

回
は
３
月
　
日
ま
で
。

20

▼
そ
の
他

　
資
料
の
請
求
は
、左
記
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

放
送
大
学
茨
城
学
習
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
９（
2
2
8
）０
６
８
３

　
こ
の
マ
ー
ク
の
あ
る「
理
容
店
」

「
美
容
店
」「
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
」「
め

ん
類
飲
食
店
」「
一
般
飲
食
店
」は
、

厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
た

約
款
に
基
づ
き
営
業
し
て
い
る
安

全
、
安
心
な
お
店
で
す
。

▼
Ｓ
マ
ー
ク
登
録
店
で
は

　
〇
サ
ー
ビ
ス
、メ
ニ
ュ
ー
に
つ
い

て
表
示
し
て
い
ま
す
。〇
資
格
者
の

氏
名
を
表
示
し
て
い
ま
す
。〇
万
が

一
の
事
故
の
場
合
、賠
償
す
る
た
め

の
保
険
に
加
入
し
て
い
ま
す
。〇
業

種
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
様
々
な
基

準
を
順
守
し
て
い
ま
す
。

【
問
合
せ
先
】

（
公
財
）茨
城
県
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
９（
２
２
５
）６
６
０
３

犯
罪
被
害
者
週
間

　
　
　（
　
/
　
～
　
/
１
）

11

25

12

全
国
一
斉
労
働
ト
ラ
ブ
ル
 

１
１
０
番

サ
ン
タ
ラ
ン
ド
協
力
者
募
集

社　　名落札価格（税抜）場　　所件　　名
東日本電気興業（株） 390,000 長岡地内水道事務所電話機更新事業
（有）浦井工務店 3,200,000 前田地内29防安交補修第3号　橋梁補修工事
六美建設（株） 25,300,000 谷田部地内29国交公下第2号・29町単公下第3号　第1処理分区　枝線整備工事
アルプス建設（株） 11,650,000 小鶴地内29国交公下第3号 マンホールポンプ設置工事
（株）日立プラントサービス茨城支店 5,400,000 長岡地内29町単汚水補修第1号　茨城町浄化センター終沈汚泥掻寄機修繕工事
冨士メンテナンス（株） 2,560,000 下石崎地内29町単農集第2号　施設維持管理更新工事
新明和アクアテクサービス（株）関東センター 3,580,000 宮ヶ崎地内29町単農集第3号　施設維持管理補修工事
（株）コウノ茨城町営業所 1,480,000 小幡地内小幡城跡駐車場整備測量設計業務
（有）大貫測量設計事務所 1,480,000 上雨谷地内29道改委託第4号　用地測量業務委託
（株）和幸工業 4,200,000 前田地内29補修第7号　道路排水補修工事
（有）栗田工業 5,200,000 長岡地内平成29年度　耐震性貯水槽（2次製品）設置工事第１号
（有）江幡工業 5,000,000 駒場地内平成29年度　耐震性貯水槽（2次製品）設置工事第２号
宇野建設工業（株） 11,500,000 宮ヶ崎地内29公適債補修第1号　道路舗装補修工事
大昭工業（株） 32,800,000 長岡（矢頭）地内29防安交補修第4号　道路舗装補修工事
六美建設（株） 26,700,000 常井地内29(第1拡)配水管布設工事(第2工区)
（株）第一テクノ茨城営業所 11,300,000 谷田部地内29国交公下第4号 マンホールポンプ設置工事
協和安全（株） 1,320,000 長岡（矢頭）地内外　町道2565号線外29道管委託第6号　区画線設置業務委託
（株）ウォーターテック水処理営業部 6,850,000 長岡地内29北部浄水場PAC注入制御盤及びPAC貯留槽修繕工事
（株）ミカミ 7,500,000 前田地内前田・長岡地区  地区施設道路測量設計業務委託
茨城ダイハツ販売（株）法人営業部 788,000 長岡地内水道課公用車更新事業
（有）クノ商会 6,120,000 大戸地内平成29年度茨城町立大戸小学校児童用机・椅子購入
日東メンテナンス（株） 1,320,000 駒場地内　外2箇所茨城町立青葉小学校外2校　空調設備点検清掃業務委託
冨士メンテナンス（株） 5,050,000 下石崎地内外29町単農集第4号　施設維持管理更新工事
東日本電信電話（株）千葉事業部　茨城支店 39,800,000 小堤地内外H29年度 公衆無線LAN環境整備工事
（株）楠山設計茨城営業所 7,200,000 小堤地内庁舎設備等改修工事設計業務委託

単位：円の入 札 状 況１０月９ ・

放
送
大
学

４
月
生
募
集
の
お
知
ら
せ

平
成
　
年
度
文
化
活
動

30

事
業
費
助
成
対
象
事
業
募
集

　
月
１
日
は
「
世
界
エ
イ
ズ
デ
ー
」

12新
農
業
人
フ
ェ
ア
ｉ
ｎ
い
ば
ら
き

Ｓ
マ
ー
ク（
標
準
営
業
約
款
制

度
）
を
ご
存
知
で
す
か
？




